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Ⅰ 新潟県農産園芸費補助金等交付要綱 
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新潟県農産園芸費補助金等交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 知事は、農業の振興を図るため、市町村若しくは知事が適当と認める団体が行う別表に掲げる事

業（以下「事業」という。）に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その

交付に関しては、新潟県補助金等交付規則（昭和 32年新潟県規則第７号。以下、「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付基準） 

第２ この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。 

 

（交付の条件） 

第３ この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

（１）経費の配分の変更（第６に定める軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受ける

こと。 

（２）事業の内容の変更（第６に定める軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受ける

こと。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事

に報告してその指示を受けること。 

（５）事業の完了により相当の収益が生じると認められる場合には、補助金の全部又は一部を県に納

付させることがあること。 

（６）この補助金により取得した資材・機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収

入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。 

（７）この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を知事の承認を受けて処分した場合におい

て相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。 

（８）この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良

なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならな

いこと。 

（９）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了

の年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければならないこと。 

（10）事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。 

 

（交付申請書） 

第４ 規則第３条第１項の規定による申請書は、別記第１号様式のとおりとし、知事が別に定める期日

までに知事に提出しなければならない。ただし、交付決定の変更を申請しようとする場合は、別記第

１号様式の２によるものとするが、第５の規定により、事業計画変更承認申請書を提出する場合は、

これに代えることができるものとする。 
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２ 前項の申請書を提出するにあたって、各事業主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第

108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和

25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額

をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければ

ならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、

この限りではない。 

 

（変更の承認申請） 

第５ 第３の(1)又は(2)の規定により、知事の承認を受けようとする場合には、別記第２号様式による

事業計画変更承認申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第６ 第３の(1)又は(2)に規定する軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に定める。 

 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 

第７ 第３の(3)の規定により、知事の承認を受けようとする場合には、別記第３号様式による事業中

止（廃止）承認申請書を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の 15 日前までに知事に提出しな

ければならない。 

 

（事業が予定期間内に完了しない場合等の報告） 

第８ 第３の(4)の規定により、知事の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由

又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を作成し、知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（申請の取下げ） 

第９ 規則第７条の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して 10 日を経過

した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。 

  

（状況報告） 

第 10 規則第 10条の規定による報告は、補助金の交付の決定に係る年度の別表に定める日現在におい

て、別記第４号様式により事業遂行状況報告書を作成し、翌月 10 日までに知事に提出して行うもの

とする。ただし、第 13 の規定により概算払の請求をする場合は、概算払請求書の提出をもって代え

ることができる。 

２ 前項にかかわらず、次の事業に係る状況報告は、交付金の交付の決定に係る年度の別表に定める日

現在において作成し、翌月 15日までに知事に提出して行うものとする。ただし、第 13の規定による

概算払請求書の提出をもってこれに代えることができるものとする。 

（１）新潟県環境保全型農業直接支払交付金 

（２）日本型直接支払推進交付金 
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（実績報告書） 

第 11 規則第 12条の規定による実績報告書は、別記第５号様式のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書の提出時期は、事業の完了の日から起算して 10 日を経過した日又は補助金の交

付決定のあった年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い期日までとする。ただし、知事が特に必要

があり、かつ、予算の執行上支障がないと認める場合は、その期日を繰り下げることがある。 

３ 第４の(2)ただし書きにより交付の申請をしたときは、第１項の実績報告書を提出するに当たって、

当該補助金に係る仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなけれ

ばならない。 

４ 第４の(2)ただし書きにより交付の申請を行い、第１項の実績報告書を提出した後において、消費

税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除額が確定したときには、その金額（前項の規定

により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記第６号様式

による消費税等仕入控除額報告書により、速やかに知事に報告するとともに、知事の納入通知書を受

けてこれを納付しなければならない。 

  また、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかにならない場合又はない場合であっても、そ

の状況等について、当該補助金の額の確定（県規則第 13 条の規定による確定をいう。）の日の翌年

５月 31日までに、同様式により県知事に報告しなければならない。 

（取得財産の処分の制限） 

第 12 規則第 19条第４号に規定する知事が定める財産は、事業により取得した価格が１件 500,000円以上

の機械及び器具とする。 

２ 規則第 19 条ただし書きに規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定められている耐用年数に相当する期間とする。 

 

（概算払） 

第 13 概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、別記第７号様式による概算払請求書を知

事に提出するものとする。ただし、事業の要領等において別に定めている場合は、この限りではない。 

 

（書類の提出部数及び経由） 

第 14 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、正副２部とする。ただし、事業の要領等

において別に定めている場合は、この限りではない。 

２ この要綱の規定により知事に提出する書類は、知事が別に定めるものを除き、所轄する地域振興局

の長を経由しなければならない。 

 

（雑則） 

第 15 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。 
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   附 則 

１ この要綱は、平成２年４月１日から実施する。 

２ 新潟県農産普及費補助金交付要綱（昭和 55年４月１日制定）は、廃止する。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成３年４月１日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成４年４月１日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成４年 10月１日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成５年６月７日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成５年 12月 16日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成６年７月４日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成７年２月 10日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成７年６月６日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成８年５月 10日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成９年４月１日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成 10年４月９日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成 11年４月５日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成 12年５月２日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成 13年４月１日から実施する。 

２ 改正後の要綱の実施の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ 改正後の要綱は、平成 14年４月１日から実施する。 

２ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 15年４月１日付け農園第 20号） 

１ 改正後の要綱は、平成 15年４月１日から実施する。 

２ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 15年 11月 26日付け農園第 315号） 

１ 改正後の要綱は、平成 15年 11月 26日から実施する。 

２ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

   附 則（平成 16年４月１日付け農園第 12号） 

１ 改正後の要綱は、平成 16年４月１日から実施する。 

２ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 17年２月 25日付け農園第 396号） 

１ 改正後の要綱は、平成 17年２月 25日から実施する。 

２ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 17年３月 24日付け農園第 404号） 

１ 改正後の要綱は、平成 17年３月 24日から実施する。 

２ この要綱実施前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 17年４月１日付け農園第 126号） 

１ 改正後の要綱は、平成 17年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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   附 則（平成 18年４月３日付け農園第３号） 

１ 改正後の要綱は、平成 18年４月３日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 19年４月２日付け農園第３号） 

１ 改正後の要綱は、平成 19年４月２日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 20年４月１日付け農園第４号） 

１ 改正後の要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 21年４月１日付け農園第 24号） 

１ 改正後の要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 21年７月 10日付け農園第 172号） 

１ 改正後の要綱は、平成 21年７月 10日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 22年４月１日付け農園第 51号） 

１ 改正後の要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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   附 則（平成 23年４月１日付け農園第 11号） 

１ 改正後の要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 23年７月 15日付け農園第 285号） 

１ 改正後の要綱は、平成 23年７月 15日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 23年９月６日付け農園第 370号） 

１ 改正後の要綱は、平成 23年９月６日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 24年２月 24日付け農園第 791号） 

１ 改正後の要綱は、平成 24年２月 24日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成 24年４月 13日付け農園第 61号） 

１ 改正後の要綱は、平成 24年４月 13日から施行し、平成 24年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

   

     附 則（平成 24年５月８日付け農園第 115号） 

１ 改正後の要綱は、平成 24年５月８日から施行し、平成 24年４月６日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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     附 則（平成 25年４月２日付け農園第 22号） 

１ 改正後の要綱は、平成 25年４月２日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 25年５月 16日付け農園第 177号） 

１ 改正後の要綱は、平成 25年５月 16日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 25年 11月８日付け農園第 602号） 

１ 改正後の要綱は、平成 25年 11月８日から施行し、平成 25年５月 16日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 26年５月１日付け農園第 99号） 

１ 改正後の要綱は、平成 26年５月１日から施行し、平成 26年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 26年６月９日付け農園第 197号） 

１ 改正後の要綱は、平成 26年６月９日から施行し、平成 26年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 27年４月１日付け農園第９号） 

１ 改正後の要綱は、平成 27年４月１日から施行し、平成 27年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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     附 則（平成 28年６月 14日付け農園第 246号） 

１ 改正後の要綱は、平成 28年６月 14日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 29年４月１日付け農園第８号） 

１ 改正後の要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 29年 10月 13日付け農園第 602号） 

１ 改正後の要綱は、平成 29年 10月 13日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 30年５月 16日付け農園第 159号） 

１ 改正後の要綱は、平成 30年５月 16日から施行し、平成 30年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 31年３月 18日付け農園第 1049号） 

１ 改正後の要綱は、平成 31年３月 18日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成 31年４月 24日付け農園第 98号） 

１ 改正後の要綱は、平成 31年４月 24日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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     附 則（令和元年 12月２日付け農園第 597号） 

１ 改正後の要綱は、令和元年 12月２日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

     附 則（令和２年５月 19日付け農園第 177号） 

１ 改正後の要綱は、令和２年５月 19日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

      附 則（令和２年 10月 26日付け農園第 636号） 

１ 改正後の要綱は、令和２年 10月 26日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

      附 則（令和２年 11月 25日付け農園第 670号） 

１ 改正後の要綱は、令和２年 11月 25日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則（令和３年２月 26日付け農園第 962号） 

１ 改正後の要綱は、令和３年２月 26日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則（令和３年５月 13日付け農園第 176号） 

１ 改正後の要綱は、令和３年５月 13日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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附 則（令和４年１月６日付け農園第 895号） 

１ 改正後の要綱は、令和４年１月６日から施行し、令和３年 12月 21日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則（令和４年３月７日付け農園第 1096号） 

１ 改正後の要綱は、令和４年３月７日から施行し、令和４年２月 25日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則（令和４年４月 14日付け農園第 100号） 

１ 改正後の要綱は、令和４年４月 14日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則（令和４年７月 20日付け農園第 415号） 

１ 改正後の要綱は、令和４年７月 20日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金交付申請書は、改正後の要綱に基づき提出さ

れたものとみなす。 

３ この要綱の施行前に交付された補助金に関しては、なお従前の例による。 
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別表 

 

番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

 

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 営 所 得

安 定 対 策

推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域協議会取組推進 

 ・  経営所得安定対策等推進

事業実施要綱(平成 27 年４

月９日付け 26 経営第 3569

号農林水産事務次官依命通

知(以下、「実施要綱」とい

う))第３の２の取組に要す

る経費 

  ・ 実施要綱第３の２の取組

に要する経費に対して、市

町村が補助するのに要する

経費 

 

２ 県協議会等活動支援 

  実施要綱第３の１の取組 

 に要する経費 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 経営所得安定

対策等推進事業

実施要綱第６の

３に掲げる経費

区分のうち、(５)

又は(６)の経費

の３割を超える

増減 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 事業主体の

変更 

２ 事業の中止

又は廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３・四半

期の末日 

（12 月 31

日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 た な 米

政 策 対 応

・新潟米総

合 生 産 対

策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 た な 米

政 策 推 進

活 動 支 援

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 需要に応じた米生産取組支

援 

・ 地域協議会が行う、農業

者への生産目安の提示に要

する経費 

・ 地域協議会が行う、農業

者への生産目安の提示等に

要する経費に対して、市町

村が補助するのに要する経

費 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 事業費の 30％

を超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 事業主体の

変更 

２ 事業内容の

新設又は廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県農業再生協議会活動支援 

  需要に応じた米の生産・販

売に係る取組等に要する経費 

  

 

当該事業に要

する経費の 

１／２以内 

 

 

 

 

 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

主要農作 

物種子生 

産・供給 

対策支援 

 事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県主要農作物種子条例基づ

く指定種子生産団体が種子対策

事業実施要領に基き種子事業を

行うのに要す経費（運営費を除

く） 

 

 

 

当該事業に要

する経費の１

／３以内（補助

上限額 2,470

千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 事業内容の変

更 

 

 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 15 - 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

 

    補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹 園 地 等

の 経 営 資

産 の 円 滑

な 継 承 事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  新規取組者へ生産性の高い樹

園地を円滑に継承するために行

う新改植に追加して実施する生

産性向上に係る以下の取組に要

する経費 

（１）園地診断（土壌分析等 

（２）生産性向上技術（ジョイン

ト栽培など）等の導入 

（３）土壌排水性の改善（暗渠洗

浄作業、耕盤破砕等） 

（４）果樹棚の修繕  

（５）防風設備の修繕等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額（新・改植

実施園地の面

積に以下の取

組ごとの助成

単価を乗じて

得た額の合計

とする。  

 

次に掲げる変更 

以外の変更 

 事業費の 30％

を超える増減 

 

 

 

次に掲げる変更 

以外の変更     

１ 事業主体の

変更 

２ 事業内容の

新設又は廃止 

３ 施行箇所又

は設置箇所の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし、複数取組を実施 

する場合は、10aあたり 100 

千円を上限とする。） 

左記（１）の取組 

       15千円/10a 

左記（２）の取組 

       30千円/10a 

左記（３）の取組 

       30千円/10a 

左記（４）の取組 

       40千円/10a 

左記（５）の取組  

       22千円/10a 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

園芸生産 

・流通対 

策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県内産地全域を事業区とする

園芸（葉たばこ、花き、果 樹）

振興団体が、園芸生産振 興事業

（生産振興・流通改善・消費拡大

等の事業）に要する経費 

 

 

当該事業に要

する経費の 

１／２以内 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 事業費の 30％

を超える増減 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 事業内容の一

部廃止 

 

 

 

 

 

11月 30日 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

 

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園 芸 拡 大

農 地 フ ル

活用事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水田及び

畑地活用

園芸生産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農地所有適格法人、農業者等

の組織する団体や農業協同組合

等が行う、次に掲げる活動に要

する経費 

１ 水田や遊休畑等を活用して

園芸生産するための機械・設

備の整備に要する経費 

２ 水田において稲等跡での園

芸栽培をするために必要な初

度的経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当該事業に

要する経費の

１／２ 以内 

 ただし、左記

において要領

の規定による

水田高度利用

以外の場合は

次のとおりと

する 

【一般地域】 

３／１０以内 

【中山間地域】 

１／３以内 

 

※一般・中山間

地域は、新潟県

農林水産業総

合振興事業費

補助金交付要

綱の規定によ

る。 

 

 

次に掲げる変更 

以外の変更 

 事業費の 30％

を超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更 

以外の変更 

１ 事業主体の

変更、リースに

おける借受者

の変更 

２ 事業内容の

新設又は廃止 

３ 施行箇所又

は設置場所の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水稲育苗

ハウス活

用園芸生

産 

 

 

 

 

農地所有適格法人、農業者等

の組織する団体や農業協同組合

等が、水稲育苗ハウスの活用に

よる園芸導入・拡大に必要な設

備等の整備に要する経費 

 

 

 当該事業に

要する経費の 

１／２ 以内  
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

 

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模 園
芸産地 創
出事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ場 整備
連携 大規
模園 芸産
地育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地所有適格法人、農業者の
組織する団体や農業協同組合等
が行う、次に掲げる活動に要す
る経費 
 
１ 大規模園芸産地の育成に必
要な機械・施設及びその附帯
設備の整備 

 
２ 大規模園芸産地の育成に必
要なリース用機械・施設及び
その附帯設備の整備 

 
３ 大規模園芸産地の集荷・流
通体制の構築に必要な機械・
施設及びその附帯設備の整備 

  
４ 大規模園芸産地の集荷・流
通体制の構築に必要なリー
ス用機械・施設及びその附帯
設備の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国補事業
と併せて補助
する場合 
 
 当該事業に
要する経費の
１／10 以内 
 
 ただし、市町
村が事業費の
一部を助成又
は負担する場
合に限ること 

次に掲げる変更 
以外の変更 
１ 事業費の 30
％を超える増
減 

２ １～３の補
助対象経費相
互間における
各配分額の 30
％を超える増
減 

   

次に掲げる変更以
外の変更 
１ 事業主体の変
更、リースにお
ける借受者の変
更 

２ 事業内容の新
設又は廃止 

３ 施行箇所又は
設置場所の変更 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 とし、補助率等は以下(1),(2)
のとおりとする 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 市町村以外の者が事業主体となる場合、県の
補助率は、原則、市町村と同率とし、補助額の
上限は活用国補事業の補助対象経費の１／10 以
内、もしくは 50,000千円のいずれか低い方とす
る 

市町村が事業主体となる場合、県の補助額の

上限は、実施国補事業の補助対象経費の 10 分の

１以内、市町村の負担額又は 50,000 千円のいず

れか低い方とする 

 

(2) ただし、実施国補事業における国の実補助額

が、当該事業の要綱等で定める補助率に基づい

て算定された補助上限額を下回る場合、県補助

額は 50,000千円を上限として、次の算式に基づ

く額とする 

    県補助額 ≦ 要綱等で定める補助率に基づ   

              く国の補助上限額 － 国の実     

            補助額 ＋ (1)で定める額 

 

２ 国補事業の補助を活用できない場合 

 当該事業に要する経費の１／２以内 

ただし、市町村が事業費の一部を助成又は負担

する場合に限る 
  

   
 

機械化・施

設化園芸

産地育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地所有適格法人、農業者の

組織する団体や農業協同組合等

が行う、次に掲げる活動に要す

る経費 

 

１ 機械化一貫体系の導入に必

要な機械及び施設の整備 

 

２ 施設園芸団地の形成に必 

要な機械及び施設の整備 

 

３ 園芸産地の集荷・流通体制

の構築に必要な機械・施設の

整備に要する経費 

当該事業に要

する経費の１

／２以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更 

以外の変更 

 事業費の 30％

を超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更以

外の変更 

１ 事業主体の 

変更、リース 

における借受 

者の変更 

２ 事業内容の 

 新設又は廃止 

３ 施行箇所又 

は設置場所の 

変更 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

               

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 規 模 園

芸 産 地 創

出事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１億円産

地課題解

決支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産地育成計画を策定した産地

及び農業協同組合等が行う、産地

の生産拡大・販売拡大に係る課題

解決に向けた次に掲げる取組に

要する経費 

 

１ 担い手確保 

２ 生産基盤の強化 

３ 労働力の確保、省力化の対応 

４ 先進技術の導入 

５ 販路の開拓 

６ 加工・業務への対応 

 

その他、生産・販売の拡大に必要

な取組 

 

当該事業に要 

する経費の 

１／２以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更 

以外の変更 

 事業費の 30％

を超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 事業主体の

変更 

２ 事業内容の

新設又は廃止 

３ 事業実施地

区の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋 設 農 薬
適 正 処 理
事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市町村等が行う、埋設農薬の掘
削及び無害化処理、その他残さ分
析調査等適正な処理に必要な対
策費 

 

 

 

 

 

当該事業に要
する経費の 
３／４以内 
（農薬メーカ
ー保管の農薬
を事業対象と
する場合 
１／２以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業主体の 
変更 

２ 事業内容の 
変更又は廃止 

 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県環 
境保全型 
農業直接 
支払交付 
金 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境保全型農業直接支払交付
金実施要綱（令和２年３月 31 日
付け元生産第 2663 号農林水産事
務次官依命通知）別紙１の第１の
５により市町村が対象農業者団
体等に対して交付金を交付する
ために要する経費  

 

 

当該取組を実
践した面積に、
国と地方公共
団体の交付単
価を乗じた額
の３／４以内 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 国交付金の 30
％を超える増減   

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 国交付金の
増 

２ 国交付金の
30％を超える
減   

 

 

 

各四半期
（第４四
半期を除
く）の末日 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

               

    補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 型 直
接 支 払 推
進交付金 
（ 環 境 保
全 型 農 業
直 接 支 払
交 付 金 に
係 る 推 進
事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村推
進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村が行う、次に掲げる事務
に要する経費 
１ 促進計画の策定 
２ 農業者団体等を対象とし
た説明会の開催、農業者団体
等に対する事業計画の作成
及び変更に関する指導、事業
計画の審査・認定、交付金の
交付手続き、農業者団体等が
行う推進活動へのアドバイ
ザー派遣 

３ 環境保全型農業直接支払
交付金による活動の実施状
況の確認に係る事務 

４ その他環境保全型農業直
接支払交付金の実施に必要
な事項 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 事業内容の新
設又は廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各四半期
（第４四
半期を除
く）の末日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進組織
推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  推進組織が行う、次に掲げる
事務に要する経費 
１ 農業者や関係者等に対す
る助言・指導 

２ 環境保全型農業直接支払
交付金の交付対象となる取  
  組の実施状況等の確認に
係    る事務 

３ その他推進事業の実施に
必要な事項 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業内容の 
 新設又は廃止 
２ 実施主体の 
変更 

 

 

 

 

 

各四半期
（第４四
半期を除
く）の末日 

 

 

 

 

 

 

  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園芸産地 
における 
事業継続 
強化対策 
事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 園芸産地における事業継続強

化対策補助金交付等要綱（令和３

年 12 月 20 日付け３農産第 1854

号農林水産事務次官依命通知）に

基づいて行う事業に係る次に掲

げる経費 

 １ 園芸産地における事業継
続計画の検討及び策定、非常
時の協力体制の整備に係る
経費 

 ２ 園芸産地における事業継
続計画の実践に係る経費 

（１）自力施工等の技能習得、
災害復旧の実証に係る
経費 

（２）既存ハウスの補強等の被
害防止対策に係る経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

 

当該事業に要

する経費の 

１／２以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の中止
又は廃止 

２ 事業主体の
変更 

３ 事業費の 30
％を超える増
又は国庫補助
金の増 

４ 事業費又は
国庫補助金の
30％を超える
減 

 
 

 

 

 

 

12月 31日 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

 

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 田 農 業
高 収 益 作
物 導 入 推
進事業（都
道 府 県 推
進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園芸作物
導入促進
事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施
要綱（令和２年４月１日付け元生
産第 1707 号農林水産事務次官依
命通知（以下、「持続的生産強化
対策事業実施要綱」という。））
別紙１の第２の２で定められた
事業に係る次に掲げる経費 
  
１ 産地の合意形成に向けた
取組 

２ 品種の選定や出荷先の確
保に向けた取組 

 

 
 
定額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 左記経費の欄
の１と２の経費
の相互間におけ
る経費の 30％を
超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の新設、
中止又は廃止 

２ 取組主体の
変更 

３ 事業費の 30
％を超える増
又は国庫補助
金の増 

４ 事業費又は
国庫補助金の
30％を超える
減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園芸作物
転換強化
事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 持続的生産強化対策事業実施
要綱の別紙１の第２の２で定め
られた事業に係る次に掲げる経
費 
 
１ 産地の合意形成に向けた
取組 

２ 栽培技術の確立等に向け
た取組 

３ 機械・施設のリース方式に
よる導入等の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左記１、２及
び３のうち新
植果樹の適正
管理体制の導
入、及び栽培技
術の確立に向
けた栽培実証
試験や技術講
習会の開催に
係る経費 
 
 定額 
 
 左記取組の
うち、上記以 
外の取組に要
する経費の１ 
／２以内 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 左記経費の欄
の１、２及び３の
経費の相互間に
おける経費の 30
％を超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

新 市 場 開
拓 に 向 け
た 水 田 リ
ノ ベ ー シ
ョ ン 事 業
（ 需 要 創
出・拡大整
備 支 援 事
業） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新市場開拓に向けた水田リノ
ベーション事業実施要綱（令和３
年１月 29 日付け２政統第 1912
号農林水産事務次官依命通知（以
下、「水田リノベーション事業実
施要綱」という。））第２の２で
定められた事業に係る次に掲げ
る経費 
  
  需要の創出・拡大に向けて輸
出等に応じた加工品の生産体
制の強化や国産原材料への切
り替えのために必要となる機
械・施設の整備を水田リノベー
ション事業実施要綱に基づい
て行う事業に要する経費 

  

 

 

定額 
（事業費の１
/２以内） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の新設、
中止又は廃止 

２ 事業実施主
体の変更 

３ 事業費の 30
％を超える増
又は国庫補助
金の増 

４ 事業費又は
国庫補助金の
30％を超える
減 

５ 成果目標の
変更 

 

 

 

12月 31日 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

 

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水田麦・大
豆 産 地 生
産 性 向 上
事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水田麦・大豆産地生産性向上事
業補助金交付等要綱（令和４年４
月１日付け３農産第 3596 号農林
水産事務次官依命通知）別表１に
定められた、農業者の組織する団
体等が取り組む１～３の事業に
係る次に掲げる経費 
 
１ 団地化推進 

団地化を進めるための推進
等の取組 

２ 営農技術の導入 
課題解決に向けて下記の先

進的な営農技術を導入する取
組 

（１）湿害対策技術の導入 
（２）高度湿害対策技術の導入 
（３）効率的播種技術の導入 
（４）先進技術の導入 
（５）土壌診断に基づく土づくり 
（６）麦種に応じた最適な追肥の

実施 
（７）需要に応じた新品種等の  

導入 
（８）畑地化に向けた新たな輪  

作体系の確立 
（９）化学肥料の低減 
（10）化学農薬の低減 
（11）ドローンによる生産の高度

化・省力化 
（12）地域特認技術（大豆におけ

る被覆尿素肥料の施用） 
３ 機械・施設の導入等 

生産性向上及び成果目標の
達成に必要な機械・施設の導入
の取組 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更 
以外の変更 
 左記経費の欄
の１から３まで
の経費の相互間
における国庫補
助金の 30％を超
える増減 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の新設、
中止又は廃止 

２ 事業実施主
体の変更 

３ 事業費の 30
％を超える増
又は国庫補助
金の増 

４ 事業費又は
国庫補助金の
30％を超える
減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１は定額（交付対象水田面積に応
じた下記の上限額以内 
50ha未満:500 千円 
50ha以上 150ha未満:1,000千円 
150ha 以上:1,500 千円） 
 
２はメニューに応じた定額（複数
取り組む場合は助成単価の合計
額が 15,000円/10a以内とする） 
（１）2,000円/10a 
※最大２つまで取り組むことが
可能 
（２）3,000円/10a 
（３）5,000円/10a 
（４）10,000 円/10a 
（５）3,000円/10a 
（６）3,000円/10a 
（７）7,500円/10a 
（８）7,500円/10a 
（９）1,000円/10a 
（10）1,000円/10a 
（11）5,000円/10a 
（12）2,000円/10a 
 
３は本体価格の１／２以内、リー
ス導入等の場合は、物件相当額の
１／２以内 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藪 刈 り 払
い 等 地 域
環 境 整 備
支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市町村、市町村有害鳥獣対策協
議会、市町村が主体となっている
団体が、野生鳥獣の出没を防止す
るために藪刈り払い等の地域環
境整備に要する経費  

 

 

 

 

 

当該事業に要
する経費の 
１／２以内 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 事業費の 30％
を超える増減 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更 
以外の変更 
１ 事業主体の 
 変更 
２ 事業内容の 
 新設又は廃止 
３ 施行箇所の 
 変更 

 

 

11月 30日 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

転 換 作 物
拡 大 緊 急
支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 作付転換緊急支援事業 
農業者が令和４年産に向け

て非主食用米等へ作付転換を
行う取組に要する経費 

 
２ 地域農業再生協議会作付転
換推進費 

  上記１の取組に要する経費  

 

定額 
 
 
 
 
定額 

 

 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 事業費の 30％
を超える増減 

 

 

 

 

次に掲げる変更 
以外の変更 
１ 事業内容の
中止又は廃止 

２ 事業主体の
変更 

 

 

 

11月 30日 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

               

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

葉たばこ
作付転換
緊急対策
事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

葉たばこ
作付転換
緊急対策
支援事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

葉たばこ作付転換円滑化緊急対
策事業費補助金交付等要綱（令和
３年12月21日付け３農産第2272
号農林水産事務次官依命通知（以
下、「葉たばこ作付転換交付要綱
」という。））第４及び第８で定
められた取組のうち、次に掲げる
経費 
 
１ 葉たばこ作付転換対策推進
 事業 
① 地区推進事業 
② 農業用機械等リース支援 
 事業 
２ 附帯事務費 
 

 

定額、 
１/２（ただし
、農産局長が別
に定める場合
にあっては、農
産局長が定め
る率）とする。 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 補助率が異
 なる経費ごと
 の相互間にお
 ける経費の増
 減 
２ 葉たばこ作
 付転換交付要
 綱別表１の事
 業内容欄の１
 の(１)に定め
 るそれぞれの
 事業における
 事業費又は国
 庫補助金の経
 費の相互にお
 ける30％を超
 える増減 
３ 葉たばこ作
 付転換交付要
 綱別表２の経
 費の欄の１の
 （２)と２の相
 互間における
 経費の増減 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の新設
又は廃止 

２ 事業実施主
体の変更 

３ 事業費の30
％を超える増
又は国庫補助
金の増 

４ 事業費又は
国庫補助金の 
30％を超える
減 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

葉たばこ
作付転換
緊急対策
施設整備
支援事業 
 
 
 
 
 

 

葉たばこ作付転換交付要綱第４
及び第８で定められた取組のう
ち、次に掲げる経費 
 
１ 葉たばこ作付転換対策整備
 事業 
２ 附帯事務費 
 
 
 

 

定額、 
１/２（ただし
、農産局長が別
に定める場合
にあっては、農
産局長が定め
る率）とする。 
 
 

 

葉たばこ
廃作農地
転換確立
事業 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

農地所有適格法人、農業者等の組
織する団体や農業協同組合等が
行う、次に掲げる活動に要する経
費 
１ 葉たばこ廃作地を活用して
園芸生産するための機械・設備
の整備に要する経費 

２ 葉たばこ廃作地で園芸生産
をするために必要な初度的経
費 

 
 

 

当該事業に要
する経費の１
／２以内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
事業費の30％

を超える増減 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更 
以外の変更 
１ 事業主体の
変更、リースに
おける借受者
の変更 

２ 事業内容の
新設又は廃止 

３ 施行箇所は
設置場所の変
更 

 

 

11月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟米生 

 産スマー 

 ト化推進 

 事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ スマート技術実践支援 

農地所有適格法人が行う「省

力化」と「生産力向上」に関す

るスマート技術の実践に要す

る経費 

 

２ スマート技術導入支援 

農地所有適格法人が新たな

スマート技術を導入するため

に要する経費 

 

 

定額 

2,200円/10a以

内（補助上限額

1,000千円） 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

事業費の30％

を超える増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 事業内容の

変更 

２ 事業内容の

新設又は廃止 

 

 

 

 

 

 

11月30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該事業に要

する経費の１

／２以内（対象

経費500千円未

満） 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

               

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

 

19 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

カーボン
ニュート
ラル新潟
農業事業 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

推進体制
整備 
 
 
 
 
 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費及び同経費
の交付に要する経費 
 
ア 持続的な食料システム構築
 に関する計画の策定 
イ 専門指導員の育成・確保 
  

 

定額 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 事業費又は交
付金等の経費の
欄に掲げるアと
イの経費の相互
間における30％
を超える増減 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の新設
 又は廃止 
２ 事業実施主
 体の変更 

３ 事業費の30

 ％を超える増

 又は交付金の 

 増 
４ 事業費又は
交付金の30％
を超える減 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

12月31日 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

有機農業
産地づく
り推進 
 
 
 
 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費の交付に要
する経費 
 
ア 有機農業実施計画の策定 
イ 有機農業実施計画の実現に
 向けた取組の実践 
 

 

定額、２分の１
以内（機械リー
スについては
２分の１以内
とする。） 
 
 

 

バイオマ
ス地産地
消の推 
進 
 
 
 
 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費及び同経費
の交付に要する経費 
ア 事業化の推進 
イ 効果促進対策 
ウ メタン発酵バイオ液肥等の
 利用促進 
エ バイオ液肥散布車の導入 
 

 

 
 
 
 
２分の１以内 
定額 
定額 
 
２分の１以内 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 事業費又は交
付金等の経費の
欄に掲げるアか
らエまでの経費
の相互間におけ
る30％を超える
増減 

 

グリーン
な栽培体
系への転
換サポー
ト 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費及び同経費
の交付に要する経費 
 
 

 

定額 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ＳＤＧｓ
対応型施
設園芸確 
立 
 
 
 
 
 
 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費の交付に要
する経費 
ア ＳＤＧｓ対応型産地づくり
 に向けた検討会の開催 
イ マニュアル作成・情報発信 
ウ 環境影響評価の実施 
エ 新技術の実証 
オ 省エネ機器設備・資材の導入 
 

 

 
 
 
 
定額 
 
定額 
定額 
定額 
２分の１以内 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 事業費又は交
付金等の経費の
欄に掲げるアか
らオまでの経費
の相互間におけ
る30％を超える
増減 
 
 

 

スマート
農業産地
展開支援 
 
 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費及び同経費
の交付に要する経費 
 
 
 

 

定額、２分の１
以内（機械リー
スについては
２分の１以内
とする。） 
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番号 

 

 

補助事業 

 

 

事業種目 

 

               

補助の対象となる経費 

 

 

補助率 

 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 経費配分の変更 事業内容の変更 

19 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

カーボン
ニュート
ラル新潟
農業事業 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地域循環
型エネル
ギーシス
テム構築 
 
 
 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費及び同経費
の交付に要する経費 
ア 営農型太陽光発電のモデル
 的取組支援 
イ 未利用資源のエネルギー利
 用促進への対策調査支援 
  

 

 
 
 
 
定額、２分の１
以内 
定額 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
事業費又は交付
金等の経費の欄
に掲げるアとイ
の経費の相互間
における30％を
超える増減 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の新設
 又は廃止 
２ 事業実施主
 体の変更 

３ 事業費の30

 ％を超える増

 又は交付金の 

 増 
４ 事業費又は
交付金の30％
を超える減 

 
 
 
 
 
 
 

 

12月31日 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

バイオマ
ス地産地
消施設整
備 
 
 
 
 
 
 
 

 

みどりの食料システム戦略推
進交付金実施要綱に基づいて行
う事業に要する経費及び同経費
の交付に要する経費 
ア 建設工事費 
イ 製造請負工事費 
ウ 機械器具費 
 
 
 
 

 

２分の１以内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
事業費又は交付
金等の経費の欄
に掲げるアから
ウまでの経費の
相互間における 
30％を超える増
減 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
有害鳥獣
捕獲圧強
化支援事
業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 イノシシについて、鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止
のための特別措置に関する法律
（平成19年法律第134号。）第４
条の規定に基づき市町村が作成
する被害防止計画（以下「被害防
止計画」という。）で定める捕獲
計画数を超える有害捕獲を行う
捕獲従事者に対して支払う成果
報酬に要する経費又はイノシシ
について、被害防止計画で定める
捕獲計画数を超える有害捕獲を
行う捕獲従事者に対して支払う
成果報酬に要する経費に対し、市
町村が補助するのに要する経費 
 
 
 

 
定額 
（上限単価 
 7,000円/頭） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次に掲げる変更
以外の変更 
 事業費の30％
を超える増減  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業主体の
 変更 
２ 事業内容の 
 新設又は廃止 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 
 
 
 
 
 

 
麻酔銃猟
に係る機
器等の導
入 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 野生鳥獣による人身被害等の
発生防止に向けた麻酔銃猟に必
要な機器等の新たな導入又は新
たな使用用途のための導入に要
する経費 
 
 

 
定額 
（上・中・下越
各地区あたり2
,000千円上限） 
 
 
 

 
次に掲げる変更 
以外の変更 
 事業費の30％
を超える増減  
 
 

 
次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業主体の
 変更 
２ 事業内容の 
 新設又は廃止 
  

 
11月30日 
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22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマート

農業の全

国展開に

向けた導

入支援事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一括発注

タイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマート農林水産業の全国展

開に向けた導入支援事業費補助

金交付等要綱（令和３年12月21

日付け３農産第1876号農林水産

事務次官依命通知（以下、「交

付等要綱」という。））第３で

定められた事業に係る次に掲げ

る経費 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 経費ごとの相

互間における経

費の増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 補助事業者

の名称の変更 

２ 事業の中止

又は廃止 

３ 成果目標の

変更 

４ 補助事業費

の増額又は３

割を超える減

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 一括発注タイプ 

 機械の一括発注により、

農機具店等の機械調達先

との価格交渉を通じて、機

械の導入価格を低減させ

る取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当該事業に要

する経費の１

／２以内（１

農業者等当た

り1,000万円

を上限とする

）、２／３以

内（１農業者

等当たり1,50

0万円を上限

とする） 

なお、それぞ

れの交付率に

該当する取組

は、スマート

農業の全国展

開に向けた導

入支援事業実

施要領（令和

３年12月21日

付け３農産第

1877号農林水

産省農産局長

通知）第４の

定めるところ

によるものと

する。 

 
 
２ 技術カスタマイズ支援

タイプ 

  上記１の取組を実施す

る際の、営農条件を踏まえ

た機械のカスタマイズ 

 
定額 

 

 

 

 

 

共同利用

タイプ 

 

 

 

 

 

 交付等要綱第３で定められた

事業に係る次に掲げる経費 

 

複数の農業者等による機械の

共同利用 

 

 

当該事業に要

する経費の１

／２以内 
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補助率 
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日 
経費配分の変更 事業内容の変更 

 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

園芸産地
化ステッ
プアップ
事業 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 農地所有適格法人、農業者等の
組織する団体等が行う次に掲げ
る活動に要する経費 
１ 園芸品目の試験栽培の排水
 対策等を行うために必要な経
 費 
２ 園芸品目の試験栽培の土壌
 改良を行うために必要な経費 
 
 
 
 

 

当該事業に要
する経費の 
１／２以内 
（補助上限額
40千円/10a、1
20千円/地区） 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更
以外の変更 
 事業費の30％
を超える増減 
 
 
 
 
 
 
 

 

次に掲げる変更 
以外の変更 
１ 事業主体の
 変更 
 
 
 
 
 
 
 

 

11月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

施設園芸

セーフテ

ィネット

加入促進

事業 

  

 令和４事業年度施設園芸セー

フティネット構築事業に申請す

る団体等がセーフティネット資

金の積立に要する経費のうち、次

に掲げる経費 

 

１ 新たに加入する農業者が積

立を行うために必要な経費 

２ 令和３事業年度に加入済み

の農業者が前年度より上位の

積立方式で積立を行うために

必要な経費 

 

 

１／２以内 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 事業費の30％

を超える増減 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 事業主体の

変更 

２ 事業主体の

構成農業者の

変更 

 

12月31日 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全

型農業拡

大緊急支

援事業 

  

 市町村が行う特別栽培農産物

の作付面積拡大に係る有機質肥

料等の購入費への支援に要する

経費 

 
定額 
(上限単価 
6,000円/10a) 

 

  

次に掲げる変更
以外の変更 
１ 事業の中止
 又は廃止 
２ 事業主体の
変更 

３ 事業費の30

 ％を超える増

 減 

 

12月31日 

 

26 

 

 

県産大豆

等作付拡

大緊急支

援事業 

  

１ 作付拡大緊急支援事業 

  農業者が令和５年産の大豆

等の作付拡大を行う取組に要

する経費 

 

 

２ 地域農業再生協議会作付拡 

 大推進費 

  上記１の取組に要する経費 

 

定額 

(上限単価 

10,000円/10a

) 

 

定額 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

 事業費の30％

を超える増減 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 事業内容の 

 中止又は廃止 

２ 事業主体の 

 変更 

 

11月30日 
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番号 補助事業 事業種目 補助の対象となる経費 補助率 

軽微な変更 状況報告

書の作成

日 
経費配分の変更 事業内容の変更 

 

27 

 

国産小麦
産地生産
性向上事
業 

 

  国産小麦産地生産性向上事業

補助金交付等要綱（令和４年４月

28日付け4農産第546号農林水産

事務次官依命通知）別表１に定め

られた、農業者の組織する団体等

が取り組む１～４の事業に係る

次に掲げる経費 

 

 

１ 団地化推進 

団地化を進めるための推進

等の取組 

 

 

 

２ 営農技術の導入 

課題解決に向けて下記の先

進的な営農技術を導入する取

組 

（１）湿害対策技術の導入 

（２）高度湿害対策技術の導入 

（３）効率的播種技術の導入 

（４）先進技術の導入 

（５）土壌診断の実施 

（６）小麦等の品種に応じた最

適な追肥の実施 

（７）需要に応じた新品種等の

   導入 

（８）畑地化に向けた新たな輪

   作体系の確立 

（９）土壌改良資材や有機資材

等を活用した土づくりの推

進 

（10）化学肥料の低減 

（11）化学農薬の低減 

（12）ドローンによる生産の高

度化・省力化 

（13）ブロックローテーション

に係る取組の実施 

（14）裏作麦の導入に係る品種

転換等による作付体系の確

立 

 

３ 機械・施設の導入等 

生産性向上及び成果目標の

達成に必要な機械・施設の導入

の取組 

 

４ 小麦等の生産拡大の推進 

  小麦等を生産拡大する取組 

 次に掲げる変

更以外の変更 

 左記経費の欄

の１から４まで

の経費の相互間

における国庫補

助金の30％を超

える増減 

 

次に掲げる変更

以外の変更 

１ 事業実施主

体の変更 

２ 事業の新設

、中止又は廃止 

３ 事業費の30

％を超える増又

は国庫補助金の

増 

４ 事業費又は

国庫補助金の30

％を超える減 

５ 成果目標の

変更 

 

11月30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１は定額（交付対象水田面積に

応じた下記の上限額以内 

50ha未満:500千円 

50ha以上150ha未満:1,000千円 

150ha以上:1,500千円） 

 

２はメニューに応じた定額（複

数取り組む場合は助成単価の合

計額が15,000円/10a以内とする

） 

（１）2,000円/10a 

※最大２つまで取り組むことが

可能 

（２）3,000円/10a 

（３）5,000円/10a 

（４）10,000円/10a 

（５）5,000円/10a 

（６）3,000円/10a 

（７）7,500円/10a 

（８）7,500円/10a 

（９）3,000円/10a 

（10）1,000円/10a 

（11）1,000円/10a 

（12）5,000円/10a 

（13）4,500円/10a 

（14）3,500円/10a 

 

 

 

 

 

 

 

 

３は本体価格の１／２以内、リ

ース導入等の場合は、物件相当

額の１／２以内 

 

 

４は定額（作付けの増加面積に

応じて10,000円/10a） 

※事業メニュー欄2又は3に取り

組むこと 
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Ⅱ 別記様式 
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１ 第１号様式（補助金交付申請書）             

(1) 経営所得安定対策推進事業  ········································ ２９ 

(2) 新たな米政策対応・新潟米総合生産対策事業  ························ ３１ 

(3) 主要農作物種子生産・供給対策支援事業  ···························· ３３ 

(4) 樹園地等の経営資産の円滑な継承事業  ······························ ３５ 

(5) 園芸生産・流通対策事業  ·········································· ３７ 

(6) 園芸拡大農地フル活用事業  ········································ ３９ 

(7)  大規模園芸産地創出事業  ·········································· ４１ 

(8) 埋設農薬適正処理事業  ············································ ４３ 

(9) 新潟県環境保全型農業直接支払交付金  ······························ ４５ 

(10) 日本型直接支払推進交付金(環境保全型農業直接支払交付金に係る推進事業) ·· .４８ 

(11) 園芸産地における事業継続強化対策事業  ···························· ５１ 

(12) 水田農業高収益作物導入推進事業  ·································· ５４ 

(13) 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業（需要創出・拡大整備支援事業） ５６ 

(14) 水田麦・大豆産地生産性向上事業  ·································· ５８ 

(15) 藪刈り払い等地域環境整備支援事業  ································ ６０ 

(16）転換作物拡大緊急支援事業 ·········································· ６２ 

(17) 葉たばこ作付転換緊急対策事業 ······································ ６４ 

(18) 新潟米生産スマート化推進事業 ······································ ６６ 

(19) カーボンニュートラル新潟農業事業 ·································· ６８ 

(20) 有害鳥獣捕獲圧強化支援事業 ········································ ７０ 

(21) 麻酔銃猟条件整備支援事業 ·········································· ７２ 

(22) スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業 ························ ７４ 

(23) 園芸産地化ステップアップ事業 ······································ ７６ 

(24) 施設園芸セーフティネット加入促進事業 ·························· ７７－２ 

(25) 環境保全型農業拡大緊急支援事業 ································ ７７－４ 

(26) 県産大豆等作付拡大緊急支援事業 ································ ７７－６ 

(27) 国産小麦産地生産性向上事業 ···································· ７７－８ 

 

○ 第１号様式別表（事業主体における納税対応状況表）〔各事業共通様式〕 ···· ７８ 
 

２ 第１号様式の２（変更交付申請書）〔各事業共通様式〕 ···················· ７９ 
 

３ 第２号様式（計画変更承認申請書）〔各事業共通様式〕 ···················· ８０ 
 

４ 第３号様式（事業の中止・廃止承認申請書）〔各事業共通様式〕 ············ ８１ 
 

５ 第４号様式（遂行状況報告書）〔各事業共通様式〕 ························ ８２ 
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６ 第５号様式（実績報告書）〔各事業共通様式〕 ···························· ８３ 
 

７ 第６号様式（消費税等相当額報告書）〔各事業共通様式〕 ·················· ８４ 
 

８ 第７号様式（概算払請求書）〔各事業共通様式〕 ·························· ８６
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第１号様式（交付申請書（その１）） 

 

  年度経営所得安定対策推進事業費補助金交付申請書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

 

補助事業者名 

代表者職氏名           

 

 

 

 

  年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３条

の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 

１ 事業の計画（実績） 

区 
 
分 

地 
区 
名 

事業 
主体 

経 費 
区 分 

事 
業 
費 

補助事業に
要する（要
した）経費 
（A)+(B)+C

） 

負 担 区 分 

備考 国庫補助金
（A） 

自己負担金
（B） 

その他（ ） 
（C） 

   謝金   
円 

 
円 

 
円 

 
円  

旅費 
 

賃金及び
共済費 

 

事務等 
経費 

 

委託費  

助成費  

計 
 

     

 注 事業実施主体ごとに作成すること。 
 

２ 収支予算（精算） 

（１）収入の部 

区  分 
本年度予算額 

 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比 較 増 減 
備考 

増 減 

 

市 町 村 費 
円 円 円 円 

 

 
協 議 会 事 業 費  

    
 

計      

内 
 
訳 

国 庫 補 助 金      

市 町 村 費      

協 議 会 負 担      

その他（  ）      

 注 備考欄に農業再生協議会名を記載すること（ただし、「農業再生協議会」を省略できる）。 
 

（２）支出の部 

区  分 
本年度予算額 

 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比 較 増 減 
備考 

増 減 

 

市 町 村 費 
円 円 円 円 

 

 
協 議 会 事 業 費  

    
 

計      

 注 備考欄に農業再生協議会名を記載すること（ただし、「農業再生協議会」を省略できる）。 
 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 

４ 事業主体における納税対応状況 

別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その２）） 

 

    年度新たな米政策対応・新潟米総合生産対策事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 （地域振興局長） 

 

                                            住    所 

補助事業者名 

代表者職氏名                     

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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１ 事業の計画（実績） 

区 分 
事業主体

名 
事業 
内容 

事業費 
 

(A)+(B)+(C) 

負担区分 施 
行 
時 
期 

備 
考 
 

県補助金 
(A) 

市町村費 
(B) 

その他 
(C) 

新たな米政策推 
進活動支援事業 

 
需要に応じ

た米生産取

組支援 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

  

 
県農業再生

協議会活動

支援 

      

計 

        

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

県補助金 円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 
 

市町村費      

その他      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

新たな米

政策推進

活動支援

事業 

事業費 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
 
 

事業費補
助金 

     

計 
     

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 

別紙 
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第１号様式（交付申請書（その３）） 

 

   年度主要農作物種子生産・供給対策支援事業費 

補助金交付申請書                

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事 様 

  

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 
１ 事業の計画（実績） 

 
事業内容 
及び 
事業量 

 

 
事業費 

 
 

 
補助事業に 
要する（要 
した）経費 
(A) ＋(B) 

 
負担区分 

 
施行 
時期 
 

 

備考
 

 
県補助金 

(A) 

 
事業主体 

(B) 
  

円 
 

 
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

 
 

 
 

 
小 計 

      

       

 
小 計 

      

 
計 

      

  注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる 
  事業主体は、備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 
 
２ 収支予算（精算） 
 (1) 収入の部 
 

区 分 
 

本年度予算額 
(本年度精算額) 

 
前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備考 

 
増 減 

 
県補助金 

 
円 

 
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

 

事業主体      

 
計 

     

 
 (2) 支出の部 
 

区 分 
 

 
本年度予算額 
(本年度精算額) 

 
前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備考 

 
増 減 

主要農作物種子
生産・供給対策
支援事業費 

 
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

 

 
計 

     

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その４）） 

 

  年度樹園地等の経営資産の円滑な継承事業補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事     様 

  （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 

１ 事業の計画（実績） 

 
区分 

 
地 
区 
名 

 

 
事 
業 
実 
施 
主 
体 

 
事 
業 
内 
容 

 
事業費 

 
(A)+(B)+(C) 

 
負担区分 

 
施 
行 
時 
期 

 
備 
考 

 
 

県補 
助金 
(A) 

 
事業 
主体 
(B) 

 
その他  

 
(C) 

 
樹園地等の経
営資産の円滑
な継承事業 

    
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

  

計          

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる
事業主体は、備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 

２ 収支予算（精算） 

（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備 考 増 減 

県補助金 
 

円 円 円 円  

事業主体 
 

     

その他 
 

     

 
計 

     

 

（２）支出の部 

 

区 分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

 

比較増減 

 

備 考 

 増 減 

樹園地等の経営資産
の円滑な継承事業 
 

円 円 
 

円 
 

円 
 

 

 
計 

     

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その５）） 

 

   年度園芸生産・流通対策事業費 

                      補助金交付申請書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の計画（実績） 

事 業 内 容 

及 び 

事 業 量 

事業費 

 

(A)+(B) 

負 担 区 分  

施行時期 

    

備 考 県補助金 

(Ａ) 

団体負担 

(Ｂ) 

      

 

 小  計 

     

      

 

 小  計 

     

 

       計 

     

 

３ 収支予算（精算） 

（１） 収入の部 

 

  区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算

額) 

前年度予算額 

(本年度予算

額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 県 補 助 金            円            円 円 円  

 団 体 負 担      

 

       計 

     

 

（２）支出の部 

 

 区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算

額) 

前年度予算額 

(本年度予算

額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 

 

            

円 

            

円 

 

円 

 

円 

 

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

５ 事業主体における納税対応状況 

 別記様式（事業主体における納税対応状況表）を添付 
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第１号様式（交付申請書（その６）） 

 

  年度園芸拡大農地フル活用事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事     様 

  （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 
１ 事業の計画（実績） 

区分 
地 
区 
名 

事 
業 
実 
施 
主 
体 

事 
業 
内 
容 

事業費 
 
 
 

(A)+(B)+(C) 

負担区分 
施 
行 
時 
期 

備 
 
 
考 

県補 
助金 
 

(A) 

事業 
主体 
 

(B) 

その他  
 
 

(C) 

 
園芸拡大農地
フル活用事業 
 
（事業種目） 

  水田及び畑地

活用園芸生産

（機械・設備

整備支援） 

円 円 円 円   

水田及び畑地

活用園芸生産

（園芸栽培初

度 的 経 費 支

援） 

      

水稲育苗ハウ

ス活用園芸生

産 

      

計          

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる
事業主体は、備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備 考 増 減 

 
県補助金 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

 
事業主体 

     

 
その他 

     

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 備 考 
 増 減 

園芸拡大農地フル活
用事業 

円 円 円 円  

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その７）） 

 

  年度大規模園芸産地創出事業（【事業区分名】） 

補助金交付申請書 

 

 

 

番     号  

年  月  日  

 

 

 新潟県知事     様 

  （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 
１ 事業の計画（実績） 

区分 地 
区 
名 

事 
業 
実 
施 
主 
体 

事 
業 
内 
容 

事業費 
 

(A)+(B)+
(C)+(D) 

負担区分 施 
行 
時 
期 

備 
考 
 

国 
補 
助 
金 
(A) 

県 
補 
助 
金 
(B) 

市 
町 
村 
費 
(C) 

そ 
の 
他 
(D) 

【事業区分】    円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

  

 
計 

          

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる
事業主体は、備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備 考 増 減 

国補助金 円 円 円 円  

県補助金      

市町村費      

その他      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備 考 増 減 

【事業区分】 
 

円 円 円 円  

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その８）） 

 

 

  年度 埋設農薬適正処理事業費補助金交付申請書 

 

 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 

 新潟県知事 様 

 （地域振興局長） 

 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 

１ 経費の配分及び負担区分 

区分 
 
 

事業主
体名 

 
 

事業内容 
 
 

事 業 費 
 

(A)+(B)+ 
(C)+(D) 

補助事業
に要する
( 又 は 要
し た ) 経
費 
(A)+(B)+
(C)+(D) 

負  担  区  分  
 
 
備考 
 

 
県補助
金 

  
(A) 

 
市町村
費 

 
(B) 

 
受益者
負担 

 
(C) 

 
その他 
 
 
(D) 

  埋 設
農 薬 処
理事業 

   
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

合計          

注)１ 間接補助事業者が実施するものがある場合には、補助事業者が直接実施するもの、間接補助事業者実施するものとの

別を記載する。 

  ２ 備考欄には、事業主体ごとに、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「減額した金額」を、

同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入すること。 

 

２  収支予算（又は収支精算） 

（１）収入の部 

区   分 
    

本年度予算額 
(本年度精算額） 

前年度予算額 
(本年度予算額） 

比  較 備  考 
 増 減 

 
  県 補 助 金 
 
  市 町 村 費 
 
 そ の 他 

 
円 

 
 

 
円 

 
 

 
円 

 
 

 
円 

 

 
  
 

合   計      
 
（２）支出の部 

区   分 
    

本年度予算額 
(本年度精算額） 

前年度予算額 
(本年度予算額） 

比  較 備  考 
 増 減 

 
埋設農薬処理事業費 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

 
合      計 

     

  

３ 事業完了予定年月日（又は事業完了年月日） 

        年  月  日  

 

４ 事業主体における納税対応状況 

  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）を添付 

 

５ 添付書類 

  事業の一部又は全部を委託する場合にあっては、委託契約書の写しを添付（実績報告に限る。） 



第１号様式（交付申請書（その９））

　　新潟県知事  　　様

補助事業者名

代表者職氏名

  00年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則

第３条の規定により、関係書類を添えて交付金　　　　　　円の交付を申請します。

  年度新潟県環境保全型農業直接支払交付金交付申請書

年 月 日

番 号

-45-



別紙
１　事業計画及びその内容（又は実績）

【取組の内訳】

全国共通
取組

※５

地域特認
取組

※４

※４

　　※１ 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する活動と組み合わせた取組
    ※２ 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用
    ※３ 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ
　　　　 又は草生栽培のいずれかを実施すること
　　※４ 国・県・市町村費の合計額
　　※５ 延べ件数

２　経費の配分及び負担区分 （単位：円）
交付金 備 考
(A)+(B)  国交付金(A) 県補助金(B) 市町村費（C）

円 円 円

長期中干し※１

有機農業
(生産局長が別に定める作物以外)

冬期湛水管理※１
（有機質肥料未施用、畦補強等実施）

冬期湛水管理※１
（有機質肥料施用、畦補強等未実施）

有機農業
(生産局長が別に定める作物以外
で炭素貯留効果の高い有機農業を
実施する場合※３)

不耕起播種※１

交付申請件数（実件数）

堆肥の施用※１※２
（特例単価）

支援対象面積（a） 交付金額※４（円）

環境保全
型農業直
接支払交
付金

取組者数（実人数）

有機農業
(生産局長が別に定める作物)

秋耕※１

リビングマルチ※１
（小麦、大豆、イタリアンライグラスの種子を
使用する場合）

リビングマルチ※１

堆肥の施用※１※２
（基本単価）

交付申
請件数

事 業 費
(A)+(B)+(C)

負担区分

円

　　　小　計　 （a）

　　　小　計　 （b）

炭の投入※１

支援対象取組

冬期湛水管理※１
（有機質肥料施用、畦補強等実施）

カバークロップ※１

草生栽培※１

冬期湛水管理※１
（有機質肥料未施用、畦補強等未等実施）

江の設置※１
(作溝実施）

江の設置※１
（作溝未実施）

　　合　計※３

（a+b）

区　　分

-46-



３　収支予算（又は精算）
　(1)収入の部 （単位：円）

本年度予算額
（又は本年度精算額 ） 増 減

円 円 円

　(2)支出の部 （単位：円）
本年度予算額

（又は本年度精算額 ） 増 減
円 円 円

４　事業完了予定（又は事業完了）年月日

５　事業主体における納税対応状況
 　　別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付

区　　分
前年度予算額 比較増減額

備 考
（又は本年度予算額 ）

円

国交付金

県補助金

市町村費

その他

合 計

区　　分
前年度予算額 比較増減額

合 計

  　　年　　月　　日

備 考
（又は本年度予算額 ）

環境保全
型農業直
接支払交
付金

円

-47-
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第１号様式（交付申請書（その 10）） 
 
 

  年度 日本型直接支払推進交付金 
（環境保全型農業直接支払交付金に係る推進事業）交付申請書 

 
 
 
 

番     号 
年  月  日 

 
 
 
 
 新潟県知事 様 
 
 

補助事業者名 
代表者職氏名             

 
 
 
 
   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３
条の規定により、関係書類を添えて交付金     円の交付を申請します。 
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（市町村推進事業） 

 

１ 市町村推進事業実施計画（又は実績）    

区   分 内      容 備 考 

１. 促進計画の策定 

２．推進・指導等 

３．確認事務 

４．その他推進事業の 

  実施に必要な事項 

(策定時期)     年 月 

(活動内容) 

(確認時期及び確認件数) 

   月           件数 

(活動内容) 

着手(予定)年月日 

  年 月 日 

 

 

２ 経費の配分                                                           （単位：円） 

区  分 補助事業に要する経費 

（又は補助事業に要した経費） 
負担区分 備 考 

 国交付金  市町村補助金等 
１. 促進計画の策定 

２．推進・指導等 

３．確認事務 

４．その他推進事業の 

  実施に必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計 
    

 

３ 事業完了予定（又は事業完了）年月日 

       年  月  日 

 

４ 収支予算（又は精算） 

 (1)収入の部                                                        （単位：円） 

区  分 

 

本年度予算額 

（又は本年度精算額） 

前年度予算額 

（又は本年度予算額） 

比較増減額 備 考 

   増      減   

１．国交付金 

２．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計      

 

 (2)支出の部                                                          （単位：円） 

     区 分      

 

  本年度予算額 

（又は本年度精算額） 

  前年度予算額 

（又は本年度予算額） 

比較増減額 備 

考   増     減   

１．促進計画の策定 

２．推進・指導等 

３．確認事務 

４．その他の推進事業

の実施に必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計      

   注：精算額が予算額を超過した場合、超過分については自己負担とすること。 

 

５ 事業主体における納税対応状況 

   別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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（推進組織推進事業） 

 

１ 推進組織推進事業実施計画（又は実績）    

区   分 内      容 備 考 

１. 促進計画の策定 

２．推進・指導等 

３．確認事務 

４．その他推進事業の 

  実施に必要な事項 

(策定時期)    年 月 

(活動内容) 

(確認時期及び確認件数) 

   月           件数 

(活動内容) 

着手(予定)年月日 

  年 月 日 

 

 

２ 経費の配分                                                          （単位：円） 

区  分 補助事業に要する経費 

（又は補助事業に要した経費） 
負担区分 備 考 

国交付金 市町村補助金等 
１. 促進計画の策定 

２．推進・指導等 

３．確認事務 

４．その他推進事業の 

  実施に必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計 
    

 

３ 事業完了予定（又は事業完了）年月日 

      年  月  日 

 

４ 収支予算（又は精算） 

 (1)収入の部                                                         （単位：円） 

区  分 

 

本年度予算額 

（又は本年度精算額） 

前年度予算額 

（又は本年度予算額） 

比較増減額 備 考 

 増 減 

１．国交付金 

２．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計      

 

 (２)支出の部                                                         （単位：円） 

     区 分      

 

本年度予算額 

（又は本年度精算額） 

前年度予算額 

（又は本年度予算額） 

比較増減額 備 

考 増 減 

１．促進計画の策定 

２．推進・指導等 

３．確認事務 

４．その他の推進事業

の実施に必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計      

   注：精算額が予算額を超過した場合、超過分については自己負担とすること。 

 

５ 事業主体における納税対応状況 

   別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その 11）） 

 

 

   年度園芸産地における事業継続強化対策事業補助金交付申請書 

 

 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 

 新潟県知事 様 

 （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて交付金     円の交付を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 園芸産地における事業継続強化対策補助金交付等要綱（令和３年 12 月 20 日付け３農

産第 1854 号農林水産事務次官依命通知）別記様式第１号に準じて作成すること。  
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別紙 
１ 事業の計画（実績） 
 

 
区 分 

 
 

 
事業主体
名 
 
 

 
事業 
内容 
 
 

 
事業費 

 
 
 

 
補助事業に
要する（要
した） 
経費 

 
負担区分 

 
施 
行 
時 
期 

 
備 
考 
 

 

 
国庫 
補助金 

 
事業 
主体 

 
その他 
（） 

園芸産地

における

事業継続

計画の検

討及び策

定、非常時

の協力体

制の整備 

 
 
 
 

 
 
 
 

円 
 
 
 

円 
 
 
 

円 
 
 
 

 
 
 
 

円 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

園芸産地

における

事業継続

計画の実

践（自力施

工等の技

能習得、災

害復旧の

実証） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

園芸産地

における

事業継続

計画の実

践（既存ハ

ウスの補

強等の被

害防止対

策） 

         

 
計 

         

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 
 

 
区 分 

 

 
本年度予算額 

 
(本年度精算額) 

 
前年度予算額 

 
(本年度予算額) 

 
比較増減 

 
 

備 考 
 

 
増 

 
減 

 
国庫補助金 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 
 

 
事業主体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
その他（） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
計 
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（２）支出の部 

 
 

区 分 
 

 
本年度予算額 

 
(本年度精算額) 

 
前年度予算額 

 
(本年度予算額) 

 
比較増減 

 
 

備 考 
 

 
増 

 
減 

 
園芸産地における事業

継続計画の検討及び策

定、非常時の協力体制の

整備 

円 
 

 

円 
 

 

円 
 

 

円 
 

 

 
 
 
 

 

園芸産地における事業

継続計画の実践（自力施

工等の技能習得、災害復

旧の実証） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

園芸産地における事業

継続計画の実践（既存ハ

ウスの補強等の被害防

止対策） 

 

     

 
計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その 12）） 

 

 

年度水田農業高収益作物導入推進事業（【事業区分名】） 

補助金交付申請書 

 

 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 

 新潟県知事 様 

 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

  年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３条

の規定により、関係書類を添えて交付金     円の交付を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 持続的生産強化対策事業費補助金等交付要綱（令和２年４月１日付け元生産第 2143

号農林水産事務次官依命通知）別記様式第１号に準じて作成すること。  
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別紙 
１ 事業の目的 
 
２ 事業の計画（実績） 
 

 
区 分 

 
 

 
事業主
体名 
 
 

 
事 
業 
内 
容 

 
事業費 

 
 
 

 
補助事業に
要する（要
した） 
経費 

 
負担区分 

 
施 
行 
時 
期 

 
備 
考 
 

 

 
国庫 
補助金 

 
事業 
主体 

 
その他 
（） 

【事業区分】 

 
 
 
 

【取組内容】 

円 
 
 
 

円 
 
 
 

円 
 
 
 

 
 
 
 

円 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

計          

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
３ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 
 

 
区 分 

 

 
本年度予算額 

 
(本年度精算額) 

 
前年度予算額 

 
(本年度予算額) 

 
比較増減 

 
 

備 考 
 

 
増 

 
減 

 
 
国庫補助金 

 
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

 
円 

 

 
 
 

 
事業主体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
その他（） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計      

 
（２）支出の部 
 

 
区 分 

 

 
本年度予算額 

(うち国庫補助金） 
(本年度精算額) 

 
前年度予算額 

(うち国庫補助金） 
(本年度予算額) 

 
比較増減（うち国庫補助金） 

 
 

備 考 
 

 
増 

 
減 

【事業区分】 

 
円 
 

 

 
円 
 

 

 
円 
 

 

 
円 
 

 

 
 
 
 

 
計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
５ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
 
６ 添付資料 
（１）リース導入を実施する補助事業者については、リース契約書案又は金額の確認できる書類 

（２）その他交付決定者が必要とする資料 
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第１号様式（交付申請書（その 13）） 

 

    年度新市場開拓に向けた水田リノベーション事業 

（需要創出・拡大整備支援事業）補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 （地域振興局長） 

 

                                            住    所 

補助事業者名 

代表者職氏名                     

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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１ 事業の計画（実績） 

区 分 事業主体名 事業費 

補助事業
に要する
（要した）

経費 
(A)+(B)+(C) 

負担区分 

備考 
国庫補助

金 
(A) 

事業主体
負担 

(B) 

その他 
（  ） 

(C) 

新市場開拓に向け

た水田リノベーシ

ョン事業 
（需要創出・拡大
整備支援事業） 

 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 

計        

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

国庫補助金 円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 
 

事業主体負担      

その他（   ）      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 
新市場開拓に向け
た水田リノベーシ
ョン事業 
（需要創出・拡大
整備支援事業） 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
  
 

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

令和  年  月  日 
 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
 

別紙 
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第１号様式（交付申請書（その 14）） 

 

    年度水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 （地域振興局長） 

 

                                            住    所 

補助事業者名 

（又は取組主体名） 

代表者職氏名                   

 

 

 

 

    年度において、（令和〇年〇月〇日付け第〇〇号で計画の承認があった事業実施

計画内容により、）別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３条

の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 取組主体が交付申請する場合は（）内を記載 
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１ 事業の計画（実績） 

区 分 
事 業 主 体
名（又は取
組主体名） 

 

事業費 

補助事業に要
する（要した）

経費 
(A)+(B)+(C) 

負担区分 

備考 事業内容 国庫補助
金 
(A) 

事業主体
負担 

(B) 

その他 
（  ） 

(C) 

水田麦
・大豆産
地生産
性向上
事業 

 

団地化推進 円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
  

営農技術の
導入 

 

     
 

機械・施設
の導入等 

     
 

計  
 

      

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

注 「機械・施設の導入等」の事業内容を取組主体が別に交付申請する場合はその旨を備考欄に記入
すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

国庫補助金 円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 
 

事業主体負担      

その他（   ）      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

水田麦・大豆産地
生産性向上事業 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
  
 

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

令和  年  月  日 
 
 
４ 事業主体（取組主体）における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
 

別紙 
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第１号様式（交付申請書（その 15）） 

 

年度藪刈り払い等地域環境整備支援事業費補助金交付申請書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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別紙 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の計画（実績） 

事 業 内 容 

及 び 

事 業 量 

事業費 

 

(A)+(B)+(C) 

負 担 区 分  

施行時期 

    

備 考 県補助金 

（A） 

事業主体 

（B） 

その他 

 （C） 

       

 

小 計 

      

       

 

小 計 

      

 

合 計 

      

 

３ 収支予算（精算） 

（１） 収入の部 

 

  区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 県 補 助 金            円            円 円 円  

 団 体 負 担      

 

       計 

     

 

（２）支出の部 

 

 区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 

 

            円             円  

円 

 

円 

 

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

５ 事業主体における納税対応状況 

 別記様式（事業主体における納税対応状況表）を添付 
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第１号様式（交付申請書（その 16）） 

 

    年度転換作物拡大緊急支援事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 （地域振興局長） 

 

                                            住    所  

補助事業者名  

代表者職氏名  

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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１ 事業の計画（実績） 

区 分 事業主
体名 

事業 
内容 

事業費 
 

(A)+(B)+(C) 

負担区分 施 
行 
時 
期 

備 
考 
 

県補助金 
(A) 

事業主体
負担 
(B) 

その他 
(C) 

転換作物拡大緊
急支援事業 

 
作付転換緊急

支援事業 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 
  

地域農業再生

協議会作付転

換推進費 

      

計 
      

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

県補助金 円 
 

円 
 

円 
 

円 
 
 
 

事業主体負担      

その他      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

転換作物拡大緊
急支援事業 

円 
 
 

円 
 
 

円 
 
 

円 
 
 

 
 

計 
     

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 

別紙 
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第１号様式（交付申請書（その 17）） 

 

  年度葉たばこ作付転換緊急対策事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事     様 

  （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 



65 

 

別紙 
１ 事業の計画（実績） 

区 分 
地 
区 
名 

事 
業 
実 
施 
主 
体 

事 
業 
内 
容 

事業費 
 
 
 

(A)+(B)+(C) 

負担区分 
施 
行 
時 
期 

備 
 
 
考 

県補 
助金 
 

(A) 

事業 
主体 
 

(B) 

その他  
 
 

(C) 

葉たばこ作付
転換緊急対策
事業 
 

  葉たばこ作付

転換緊急対策

支援事業 

円 円 円 円   

葉たばこ作付

転換緊急対策

施設整備支援

事業 

      

葉たばこ廃作

農地転換確立

事業 

      

計          

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる
事業主体は、備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備 考 増 減 

 
県補助金 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

 
事業主体 

     

 
その他 

     

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 備 考 
 増 減 

葉たばこ作付転換緊
急対策事業 

円 円 円 円  

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
  令和  年  月  日 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
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第１号様式（交付申請書（その 18）） 

 

   新潟米生産スマート化推進事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 （地域振興局長） 

 

                                            住    所 

補助事業者名 

代表者職氏名                     

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 
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１ 事業の計画（実績） 

区 分 
事業主体

名 
事業内容 

事業費 
(A)+(B)+(C) 

負担区分 

備考 県補助金 
(A) 

事業主体 
(B) 

その他 
(C) 

新潟米生産

スマート化

推進事業 

 

スマート
技術実践
支援 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
  

スマート
技術導入
支援 

    
 

計        

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

県補助金 円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 
 

事業主体      

その他（   ）      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

新潟米生産スマー
ト化推進事業 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
  
 

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

令和  年  月  日 
 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 
 

別紙 



- 68 - 

 

第１号様式（交付申請書（その 19）） 

 

 

 

 

 年度カーボンニュートラル新潟農業事業補助金交付申請書 

 

 

 

 

 

番   号  

年 月 日  

 新潟県知事  様 

  

 

 

 

                              補助事業者名      

                          代表者職氏名  

 

 

 

 

 

   年度において、下記のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規
則第３条の規定により、関係書類を添えて交付金   円の交付を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 69 - 

 

別紙 
１ 事業の計画（実績） 

 

 
区 分 

 
 

 

事業主
体名 
 
 

 

事業 
概要 

 
 

 

交付 
対象 
経費 

 

負担区分 
 

備 
考 

 
 

自己資金 
 

交付金 
 

地方公共団体等 
による助成金 

 うち 
貸付 
金等 

市町村 その他 

  
 

 円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 
 

 
計 

         

注１ 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主
体は、備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 注２ みどりの食料システム戦略推進交付金交付要綱（令和４年４月１日３環バ第 341 号農林水

産事務次官依命通知）別記様式第１号（実績時は別記様式第７号）の様式 A・B・C に準じ

て作成すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

 
区 分 

 

本年度予算額 
 

(本年度精算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比較増減  

 
備 考 

 

増 減 

国庫補助金 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
 

事業主体 
    

 

 

その他（） 
     

計      

 
（２）支出の部 

 
区 分 

 

本年度予算額 
 

(本年度精算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比較増減  

 
備 考 

 
増 減 

 円 
 

 

円 
 

 

円 
 

 

円 
 

 

 

計 
     

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 



- 70 - 

 

第１号様式（交付申請書（その 20）） 

 

年度新潟県有害鳥獣捕獲圧強化支援事業費補助金交付申請書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 



- 71 - 

 

別紙 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の計画（実績） 

対象鳥獣 

被害防止計画の 

捕獲計画数を超える 

捕獲頭数（頭） 

事業費 

（県補助金） 
捕獲時期 備 考 

 

 

 円   

 

計 

    

 

３ 収支予算（精算） 

（１） 収入の部 

 

  区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 県 補 助 金            円            円 円 円  

 

       計 

     

 

（２）支出の部 

 

 区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 

 

            円             円 円 円  

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

５ 事業主体における納税対応状況 

 別記様式（事業主体における納税対応状況表）を添付 



- 72 - 

 

第１号様式（交付申請書（その 21）） 

 

年度新潟県麻酔銃猟条件整備支援事業費補助金交付申請書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 



- 73 - 

 

別紙 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の計画（実績） 

事 業 内 容 

及 び 

事 業 量 

事業費 

 

(A)+(B) 

負 担 区 分  

施行時期 

    

備 考 県補助金 

（A） 

事業主体 

（B） 

      

 

３ 収支予算（精算） 

（１） 収入の部 

 

  区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 県 補 助 金            円            円 円 円  

 

       計 

     

 

（２）支出の部 

 

 区    分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備  考 

 

 

増 

 

減 

 

 

            円             円 円 円  

 

       計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

５ 事業主体における納税対応状況 

 別記様式（事業主体における納税対応状況表）を添付 



 

 

- 74 - 

 

第１号様式（交付申請書（その 22）） 

 

スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業費補助金交付申請書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 

 

                                            住    所 

補助事業者名 

代表者職氏名                     

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第

３条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 



 

 

- 75 - 

 

１ 事業の計画（実績） 

区 分 
事業実施

主体名 
事業内容 

事業費 

(A)+(B)+(C) 

負担区分 

備考 国庫補助金 

(A) 

事業実施主体 

(B) 

その他 

(C) 

 

一括発注タ

イプ 

 

技術カスタ

マイズ支援

タイプ 

 

共同利用タ

イプ 

 

  円 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

計        

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 
本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

 

国庫補助金 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

 

事業実施主体      

その他（   ）      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 
 
 
一括発注タイプ 
 
 
技術カスタマイズ
支援タイプ 
 
 
共同利用タイプ 
 
 

円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

計      

 
 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

令和  年  月  日 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 

別紙 



- 76 - 

 

第１号様式（交付申請書（その 23）） 

 

  年度園芸産地化ステップアップ事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事     様 

  （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３

条の規定により、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 



77 

 

別紙 
１ 事業の計画（実績） 

地区名 事業内容 

事業費 
 

 
(A)+(B)+(C) 

負担区分 施 
行 
時 
期 

備 
 
 
考 

県補 
助金 
(A) 

事業 
主体 
(B) 

その他  
 

(C) 
  円 円 円 円   

       

       

合 計       

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる
事業主体は、備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減  
備 考 増 減 

 
県補助金 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

 
事業主体 

     

 
その他 

     

計      

 
（２）支出の部 

区 分 本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 備 考 
 増 減 

園芸産地化ステップ
アップ事業 

円 円 円 円  

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
  令和  年  月  日 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 



- 77-2 - 

 

第１号様式（交付申請書（その 24）） 

 

  年度施設園芸セーフティネット加入促進事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事     様 

   

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３条の規定によ

り、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 



- 77-3 - 

 

 

 

別紙 

１ 事業の計画（実績） 

 

区分 

 

地 

区 

名 

 

 

事 

業 

主 

体 

 

事 

業 

内 

容 

 

事業費 

 

(A)+(B)+(C) 

 

負担区分 

 

施 

行 

時 

期 

 

備 

考 

 

 

県補 

助金 

(A) 

 

事業 

主体 

(B) 

 

その他  

 

(C) 

 

施設園芸セーフ

ティネット加入

促進事業 

    

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

  

計          

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、

備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 

２ 収支予算（精算） 

（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備 考 増 減 

県補助金 

 

円 円 円 円  

事業主体 

 

     

その他 

 

     

 

計 

     

 

（２）支出の部 

 

区 分 

 

本年度予算額 

(本年度精算額) 

 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

 

比較増減 

 

備 考 

 増 減 

施設園芸セーフティネ

ット構築事業への加入

に係る積立金 

 

円 円 

 

円 

 

円 

 

 

 

計 

     

 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

４ 添付資料 施設園芸用燃油価格差補填金積立契約締結完了通知の写し（業務方法書別紙様式第６号） 

 



- 77-4 - 

 

 

第１号様式（交付申請書（その 25）） 

 

  年度環境保全型農業拡大緊急支援事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事     様 

   

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３条の規定によ

り、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。 



- 77-5 - 

 

 

別紙 

１ 事業の計画（実績） 

 

区分 

 

事 

業 

主 

体 

 

事 

業 

内 

容 

 

事業費 

 

(A)+(B)+(C) 

 

負担区分 

 

 

備 

考 

 

 

県補 

助金 

(A) 

 

事業 

主体 

(B) 

 

その他  

 

(C) 

 

 

環境保全型農業

拡大緊急支援事

業 

 

   

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

計        

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、

備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 

２ 収支予算（精算） 

（１）収入の部 

区 分 本年度予算額 

(本年度精算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減  

備 考 増 減 

県補助金 

 

円 円 円 円  

事業主体 

 

     

その他 

 

     

 

計 

     

 

（２）支出の部 

区 分 年度予算額 

(本年度精算額) 

年度予算額 

(本年度予算額) 

比較増減 備 考 

 増 減 

 

環境保全型農業拡大緊

急支援事業 

 

円 円 

 

円 

 

円 

 

 

 

計 

     

 

３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

 

４ 事業主体における納税対応状況 

別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 

 



 

 

- 77-6 - 

第１号様式（交付申請書（その 26）） 

 

    年度 県産大豆等作付拡大緊急支援事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 （地域振興局長） 

 

                                            住    所  

補助事業者名  

代表者職氏名  

 

 

 

 

    年度において、別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３条の規定に

より、関係書類を添えて補助金     円の交付を申請します。

 



 

 

- 77-7 - 

１ 事業の計画（実績） 

区 分 
事業主
体名 

事業 
内容 

事業費 
 

(A)+(B)+(C) 

負担区分 施 
行 
時 
期 

備 
考 
 

県補助金 
(A) 

事業主体
負担 
(B) 

その他 
(C) 

県産大豆等作付拡
大緊急支援事業 

 
作付拡大緊急

支援事業 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 
  

地域農業再生

協議会作付拡

大推進費 

      

計 
      

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 
本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

県補助金 
円 
 

円 
 

円 
 

円 
 
 
 

事業主体負担      

その他      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 
本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

作付拡大緊急支援
事業 

円 
 
 

円 
 
 

円 
 
 

円 
 
 

 
 

計 
     

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 
 
 
４ 事業主体における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 

 

 

 

別紙 



 

 

- 77-8 - 

第１号様式（交付申請書（その 27）） 

 

    年度国産小麦産地生産性向上事業費補助金交付申請書  

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事       様 

 （地域振興局長） 

 

                                            住    所 

補助事業者名 

（又は取組主体名） 

代表者職氏名                   

 

 

 

 

    年度において、（令和〇年〇月〇日付け第〇〇号で計画の承認があった事業実施計画内容によ

り、）別紙のとおり事業を実施したいので、新潟県補助金等交付規則第３条の規定により、関係書類を

添えて補助金     円の交付を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 取組主体が交付申請する場合は（）内を記載 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 77-9 - 

 
 
１ 事業の計画（実績） 

区 分 
事 業 主 体
名（又は取
組主体名） 

 

事業費 

補助事業に要
する（要し
た）経費 

(A)+(B)+(C) 

負担区分 

備考 
事業内容 国庫補助

金 
(A) 

事業主体
負担 

(B) 

その他 
 

(C) 

国産小
麦産地
生産性
向上事
業 

 

小麦等の団地

化推進 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
  

小麦等の先進

的な営農技術

の導入 

     
 

小麦等の生産

性向上に向け

た機械・施設

の導入等 

     

 

小麦等の生産

拡大の推進 

     
 

計  
 

      

注 消費税及び地方消費税に相当する額を仕入れに係る消費税相当額として控除できる事業主体は、
備考欄に仕入れに係る消費税相当額を記入すること。 

注 「機械・施設の導入等」の事業内容を取組主体が別に交付申請する場合はその旨を備考欄に記入
すること。 

 
２ 収支予算（精算） 
（１）収入の部 

区 分 
本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

国庫補助金 
円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

 
 

事業主体負担      

その他      

計      

 
（２）支出の部 

区 分 
本年度予算額 
(本年度精算額) 

前年度予算額 
(本年度予算額) 

比較増減 
備 考 

増 減 

国産小麦産地生産
性向上事業 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
  
 

計      

 
３ 事業完了予定年月日（事業完了年月日） 

令和  年  月  日 
 
 
４ 事業主体（取組主体）における納税対応状況 
  別紙様式（事業主体における納税対応状況表）添付 

 

別紙 



第１号様式別表（共通様式）

  事業主体における消費税の納税対応状況表

市町村名

事業主体名 確認 消費税等仕入控除税額

 １　課税売上げなし

 ２　市町村の一般会計

 ３　免税事業者

 (1)　簡易課税制度採用者

 (2)　公共法人等で特定収入割合が５％超

 (ア)　一括比例配分方式　

 a  共通用

 b  非課税売上げ用  該当なし

 c  課税売上げ用

 イ　課税売上げ割合が９５％以上

備　考

（注）　１　資本金又は出資金が１千万円以上の新設法人は、設立当初の２年間は納税義務が免除されない。
　　　　２　「公共法人等」とは、市町村の特別会計、消費税法別表第３（※１）に掲げる法人又はみなし法人（※２）
　　　　　をいう。
　　　　　　※１　消費税法別表第３に掲げる法人（抜粋）
　　　　　　　　　財団法人、社団法人、土地改良区、農業共済組合
　　　　　　※２　みなし法人
　　　　       　　人格のない社団等のことで、法人でない社団（※３）又は財団で代表者又は管理人の定め
　　　　　    　があるものをいう。
　　　　　　※３　法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち
　　　　　　　　　法人格を有していないもので、単なる個人の集合体ではなく、団体としての組織を有して
　　　　　　　　　統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動するものをいう。
　　　　３　任意団体の場合は、みなし法人の適用を受けて団体名で法人税・消費税等の申告をしている場合を除き、
　　　　　損益を構成員に分配して個人が所得税・消費税などの申告をすることになる。従って、みなし法人でない場合
　　　　　は、構成員全員の確認が必要になる。
    　　４　実績報告を提出するにあたっては、消費税等納税対応状況を確認した資料等の名称を備考欄に
　　　　　記載すること。（仕入に係る消費税等相当額について、これを減額した場合を除く。）
　　　　　　なお、実績報告の提出時に資料等で確認できなかった場合は、確認予定年月及び資料等の名称
　　　　　を記載し、消費税等仕入控除税額が確定したときには、速やかに要綱第11の４の手続きを行うこ
　　　　　と。

予定の納税対応（納税対応の実績）

 該当なし

 含む

 あり

 ４
納
税
義
務
者

 (3)　一般事
業者又は公
共法人等で
特定収入割
合が５％以
下

 ア　課税
売上割合
が９５％
未満

 (イ)　個
別対応
方式

-78-
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第１号様式の２（変更交付申請書） 

 

   年度           事業費 

補助金変更交付申請書                     

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年 月 日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた標記事業について、下

記により変更して実施したいので、補助金    円を    円に変更交付されたく、

新潟県補助金等交付規則第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

注：別紙は、別記第１号様式の別紙に準じて作成するものとし、変更前後を対照比較でき

るように、変更に係る部分についてのみ二段書きとし、変更前を（  ）書きで上段

に記入すること。 
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第２号様式（計画変更承認申請書） 

 

   年度           事業 

計画変更承認申請書                     

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

   年 月 日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた標記事業について、下

記の理由により、別紙のとおり計画を変更して実施したいので承認を受けたく、新潟県農

産園芸費補助金交付要綱第５の規定により、関係書類を添えて申請します。 

  なお、これに伴う補助金     円の追加（減額）交付を併せて申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

注１ 別紙は、交付金交付申請書の別紙として提出した別記第１号様式の別紙及びその他

必要な書類に準じて作成するものとし、変更前後を対照比較できるように、変更に係

る部分についてのみ二段書きとし、変更前を（  ）書きで上段に記入すること。 

 ２ 補助金の追加（減額）交付を必要としない場合は、「なお書き」を削除すること。 
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第３号様式（事業の中止・廃止承認申請書） 

 

    年度           事業 

中止（廃止）承認申請書                 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

    年 月 日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた標記事業について、

下記のとおり中止（廃止）したいので承認を受けたく、新潟県農産園芸費補助金交付要綱

第７の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の中止（廃止）の理由 

 

２ 現在までの遂行状況 

 (1) 事業 

 

 (2) 経費 

ア 経費の支出状況 
 

交 付 
決定額 
 

 

 

 
  月  日現在 
 支 出 済 額 

 
残  額 

 

 
支出予定額 

 

 
中止（廃止）に 
伴う不用額   

 
補助事業に 
要する経費 

 
補助金 
の 額 

 
補助事業に 
要する経費 

 
補助金 
の 額 

 
補助事業に 
要する経費 

 
補助金 
の 額 

 
補助事業に 
要した経費 

 
補助金 
の 額 

 
    円 

 
        円 

 
    円 
 

 
        円 
 

 
    円 
 

 
        円 
 

 
    円 
 

 
        円 
 

 
    円 
 

イ 支出額及び支出予定額の明細 
 

経費の配分 
 

左の内訳費目 
 

補助事業に 
要する経費 

 
補助金の額 

 
補助事業に要する経費の支出基礎 

（名称・数量・単価等） 
 

 

  
円 

 
円 

 

 
※支出済額と支出予定額に区分 
 して記載すること。 

 



- 82 - 

 

第４号様式（遂行状況報告書） 

 

   年度           事業 

遂行状況報告書  

 

 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

    年 月 日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた標記事業の遂行状況

について、新潟県補助金等交付規則第 10 条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

事業種目 

事業 

 

実施 

 

主体 

事業費 

交 付 

 

決定額 

事業の遂行状況 

備考 

 月 日までに完了したもの 残事業 

事業費 
出来高 

比較％ 
着工年月日 事業費 

完了予定

年月日 

   

    円 

 

 

    円 

 

 

    円 

 

   

     円 

 

  

計         
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第５号様式（実績報告書） 

 

          年度           事業 

実績報告書                             

 

 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

 

 

    年 月 日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた標記事業について、

別紙のとおり実施したので、新潟県補助金等交付規則第 12 条の規定により、その実績を報

告します。 

 なお、併せて精算金   円の交付を請求します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 補助金の精算交付を必要としない場合は、「なお書き」を削除すること。 

２ 別紙は、別記第１号様式の別紙に準じて作成すること。 

３ 添付書類については、既に提出しているものに変更があった場合にのみ添付する

こと。 

４ 軽微な変更があった場合においては、容易に対照比較できるように、変更部分を

二段書きとし、変更前を（  ）書きで上段に記載すること。 
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第６号様式（消費税等相当額報告書） 

 

      年度農産園芸費関係事業 

消費税等仕入控除額報告書 

 

                                   番     号 

                                   年  月  日 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

  補助事業者名 

  代表者職氏名               

 

    年 月 日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた標記事業について、 

新潟県農産園芸費補助金交付要綱第 11第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 新潟県補助金等交付規則第 13 条に基づく確定額                   

（   年 月 日付け  第  号による額の確定通知額）            

                           金             円 

                            うち国費分        円 

                            うち県費分        円 

 

２ 補助金の額の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額   

                           金             円 

                            うち国費分        円 

                            うち県費分        円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税相当額       

                           金             円 

                            うち国費分        円 

                            うち県費分        円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）                                 

                           金             円 

                            うち国費分        円 

                            うち県費分        円 

 

  （注）記載内容の確認のため、以下の資料を事業実施主体別に添付すること。 

 なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、すべての構成員分を添付すること。 

 ・事業実施主体の消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

 ・事業実施主体の付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

 ・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も併せて提出すること） 

 ・事業実施主体が消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入の割合を確認で 

 きる資料 
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５ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、その状況を記載 

 

 

 

 （注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合、その理由を記載 

 

 

 

 （注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

 なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、すべての構成員分を添付すること。 

・事業実施主体が免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税） 

確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算 書等、売上高を確認できる資料 

・事業実施主体が簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税確定申告書 

 （簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料 
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第７号様式（概算払請求書） 

 

        年度           事業費 

補助金概算払請求書                       

 

 

番     号 

年  月  日 

 

 新潟県知事   様 

 （地域振興局長） 

 

補助事業者名 

代表者職氏名             

 

 

    年 月 日付け  第   号で補助金の交付決定を受けた標記事業について、

下記のとおり金   円を概算払によって交付されるよう請求します。 

 

記 

 

 

事
業
種
目 

 

 

事
業
主
体 

 

 

事
業
費 
 
Ａ 

 

交 付 
決定額 
 
 
Ｂ 

 

既受領額 

 

 

今回請求額 

 

 

出来高 
( 年  月  日現在) 

 

残高 
Ｂ－ 

(Ｃ+Ｄ) 

 

 

 

事 業 完
了 予 定
年月日 

 

 

 

備 
考 

 

 

 

 

金 額 
Ｃ 

 

C/B 

 

 

金 額 
Ｄ 

 

D/B 

 

 

事業費
Ｅ 

 

E/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

  ％ 

 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

  ％ 

 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

  ％ 

 

 

 

 

 

    円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ この請求書により概算払を請求するときは、知事が定めるところによる。 

２ 概算請求の有無にかかわらず、交付決定を受けたすべての事業について記載する

こと。 


